
１ 

 

シンガポール特許情報 

シンガポールにおける特許法および特許規則の改正案と 

審査ガイドラインの改訂案 

 

 

                            ２０１７年０８月２８日 

 

 

１. はじめに 

シンガポール法務省（Ministry of Law）と IPOS（Intellectual Property Office of Singapore）

は、幾つかの改正案に関し、公衆および利害関係者からのフィードバックを求めており、これに

より、シンガポールにおける特許制度を向上させることを考えています。 

 

シンガポール法務省と IPOSが改正案を提示し、2017年 8月 15日までに公衆からの意見や

要望を聞く公聴会を実施しました。第三者による情報提供、特許再審査手続、発明主題の特許適

格性、補充審査、特許規則、及び、特許グレースピリオド、並びに、自然から単離された生成物

に関する審査ガイドラインが主な改正／改訂内容として挙げられています。これらの改正案／改

訂案の目的は、シンガポールの特許制度を改良すると共に、シンガポール特許制度に対する利害

関係者および発明者の更なる信頼を得ることにあります。 

 

 以下に、今回の主な改正／改訂案について説明します。 
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